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『今を守る！未来を創る！』建設産業
県立図書館で業界をＰＲ

　岡山県建設業協会と岡山県測量設計業協会は、令和７年９月３日（水）から９月28日（日）まで

岡山県立図書館１階閲覧室入り口で「『今を守る！未来を創る！』建設産業」をタイトルとして多く

の方に建設産業の魅力や重要性を伝えることで興味・関心を広げ、入職者の裾野を広げることを目

的にポスター・パネルなどの掲示やそれぞれの協会ＰＲ動画を上映しました。

　この展示は県立図書館と県が連携して行っているもので、今回が初参加となりました。
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岡山県下公共工事の動向〈11月分〉

西日本建設業保証㈱岡山支店
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（建退共だより）

https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/

https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/
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https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/

https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/
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（法律相談コーナー）

第186回　会社の秘密保持義務

●相談内容●
　　

　会社の秘密保持は、対外的な対策（取引先など外部組織との関係での定

め）、対内的な対策（在籍しているまたは退職した従業員との関係での定め）

の大きく２つに分けることができます。

対外的な秘密保持条項

　一般的に事業者同士で契約を締結するにあたっては、お互いのノウハウが他

に流出しないように秘密保持を定めることが一般的です。

　基本契約において秘密保持条項を設ける方法でもいいですし、個別に秘密保

持契約書を締結する方法でも構いません。

　会社としてどのようなことを秘密保持で定めるかについて、定型的なものを

準備しておく方がいいと思われます。

従業員との関係での秘密保持義務

　会社のノウハウや必要な情報が漏洩するリスクは従業員との関係でも起こり

えます。

　在職中の従業員との関係では、労働契約の付随的な義務として、秘密保持を

する義務が認められますし、また、就業規則で秘密保持について義務付ける規

定を定めるという対応をすべきでしょう。

　一方、退職後の従業員との関係で秘密保持に関してどのような合意をするか

が問題となります。一番有効な方法は、退職する従業員との関係では誓約書を

記載してもらう方法を取ることです。つまり、会社として退職する従業員との

関係で締結する誓約書の書式を作成しておき、退職するすべての従業員に署名

押印をしてもらうという方法です。

　とはいえ、無制限にただ秘密保持を定めればいいということではありませ

ん。専門性が乏しいものについてまで秘密保持を過度に定めるもの、技術が陳

腐化する可能性があるにもかかわらず長期間の秘密保持義務を設けるものは、

公序良俗に反するものとして無効と判断される可能性があります。

何よりも事前の準備が必要

　以上のように秘密保持に対する対応は、事前にどういった秘密を対象に、ど

の程度義務を定めるかを決めるものであり、会社内でどれだけ準備しているか

が大事です。契約書の条項、就業規則や誓約書の条項でお悩みがあれば、是非

弁護士にご相談ください。

〇回　　答〇

弁護士　小林裕彦
（岡山弁護士会所属）

昭和59年一橋大学法学部卒業後労
働省（現厚生労働省）入省。平成元
年司法試験合格。平成４年弁護士
登録。会社顧問業務、企業法務、訴
訟関係業務、行政関係業務、破産
管財人、民事再生監督委員、地方自
治体包括外部監査業務などを主に
取り扱う。

会社の秘密保持をするために、具体的にどのようなことをする必要があるでしょうか。
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（建設業福祉共済団からのお知らせ）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重 篤 な 災 害 に お け る 被 災 者 へ の 補 償 額 が 手 厚 く な る こ と に 加 え 、 新 た に 企 業

防 衛 の 観 点 か ら の 保 険 金 の 支 払 い が 追 加 さ れ 、 更 に 評 価 の 高 い 育 英 奨 学 事 業 ・

労 働 安 全 衛 生 推 進 事 業 も 自 動 的 に 適 用 さ れ ま す 。  

ま た 、 保 険 事 業 の 決 算 で 剰 余 金 が 発 生 し た 場 合 に は 契 約 者 割 戻 金 と し て 契 約

者 に 還 元 さ れ ま す （ 令 和 4 年 4 月 ス タ ー ト ！ ）。  

加 入 し て い る 保 険 か ら 移 行 す る か 補 償 額 を 圧 縮 し て 保 険 料 を 軽 減 し 、 併 せ て

掛 金 負 担 の 少 な い 建 設 共 済 保 険 へ 加 入 す る こ と で 重 篤 な 災 害 に お け る 補 償 水 準

を 確 保 で き ま す 。  

こ の 場 合 、 新 た に 企 業 防 衛 の 観 点 か ら の 保 険 金 の 支 払 い が 追 加 さ れ る と と も

に 、 評 価 の 高 い 育 英 奨 学 事 業 ・ 労 働 安 全 衛 生 推 進 事 業 も 自 動 的 に 適 用 さ れ ま す 。  

ま た 、 保 険 事 業 の 決 算 で 剰 余 金 が 発 生 し た 場 合 に は 契 約 者 割 戻 金 と し て 契 約

者 に 還 元 さ れ ま す 。  

ご提案１ ：補償額を手厚くしたい 
現 在 加 入 し て い る 保 険 に 、 建 設 共 済 保 険 を 追 加 し た 場 合  

ご提案２ ：保険料 （掛金 ）を抑えたい 
現 在 加 入 し て い る 保 険 か ら 移 行 す る か 補 償 額 を 圧 縮 し て 、 建 設 共 済 保 険 に 減

額 分 を 加 入 し た 場 合  

被 災 者 補 償  諸 費 用 補 償  
労 働 安 全 衛 生  

推 進 事 業  
育 英 奨 学 事 業  契 約 者 割 戻 金  

建 設 共 済 保 険 で プ ラ ス に な る 部 分  

現 在 加 入 し て い る 労 災 上 乗 せ 保 険  

現 在 加 入 し て い る 労 災 上 乗 せ 保 険  

被 災 者 補 償  諸 費 用 補 償  
労 働 安 全 衛 生  

推 進 事 業  

建 設 共 済 保 険 で プ ラ ス に な る 部 分  

契 約 者 割 戻 金  育 英 奨 学 事 業  

補 償 額 を 圧 縮 し て 保険 料 を 軽 減  

減 額 分 を 

建 設 共 済 保 険  

へ加 入 ！  

建設共済保険は、単独加入だけでなく他の保険等 

 との 併用加入 でもメリットのある制度です 

ポ  

イ  

ン  

ト  

ポ  

イ  

ン  

ト  

※ 死 亡 、 障 害 1～ 7 級 、 傷 病 1～ 3 級 対 象  

※ 死 亡 、 障 害 1～ 7 級 、 傷 病 1～ 3 級 対 象  
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公益財団法人 建設業福祉共済団          取扱機関 
ご契約に関するお問い合わせ    ０１２０-９１３-９３１     一般社団法人 岡山県建設業協会 
その他のお問い合わせ       ０３-３５９１-８４５１     Tel ０８６-２２５-４１３１ 

 URL:https://www.kyousaidan.or.jp/ 検索 
 

建設共済保険 
 URL:https://www.kyousaidan.or.jp/

https://www.kyousaidan.or.jp/
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（建設業総合補償制度のご案内）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細は「パンフレット」をご覧ください。 
 

一般社団法人岡山県建設業協会会員の皆さまへ 



13

（岡山県からのお知らせ）

岡山県・岡山県交通安全対策協議会

1 飲酒運転の根絶
2 夕暮れ時・夜間等における
　 交通事故防止とスピードダウンの励行

3 信号機のない横断歩道における
　 歩行者優先等の徹底
4 自転車の交通ルールの理解・遵守の
　 徹底とヘルメットの着用促進

重点

交
通
事
故
防
止
県
民
運
動

新年へ　無事故のタスキ　つなごうよスローガン

運動期間

年末　  ・
年始の

飲
ん
だ
ら
乗
る
な
！

　
後
悔
、先
に
立
た
ず
！

飲
ん
だ
ら
乗
る
な
！

　
後
悔
、先
に
立
た
ず
！

令和7年

12月1日月
令和8年

1月7日水
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年末　  ・
年始の 交通事故防止県民運動

入
ろ
う

　自
転
車

　
　保
険

か
ぶ
ろ
う

自
転
車

ヘ
ル
メ
ッ
ト

◆ 令和８年４月１日から交通反則通告制度が導入されます。
　 自転車の通行方法のルールを今一度確認し、しっかりと
守りましょう。

◆ 自転車も含め、運転中にスマートフォンや携帯電話を
手に持っての通話や画面注視といった「ながら」運転をしては
いけません。

◆ 「ながら」運転は重大な事故の原因となるためやめましょう。
◆ 自分の身を守るため、ヘルメットを確実に
着用しましょう。

◆ 万が一自転車事故を起こしたときに
備え、損害賠償責任保険等に加入
しましょう。

◆ 令和６年１１月１日から自転車の
運行中における携帯電話使用等
のいわゆる「ながら運転」の罰則
規定が整備されました。

重点

4
自転車の交通ルールの理解・
遵守の徹底とヘルメットの着用促進

◆ 運転者は次のことを守りましょう。

重点

3
信号機のない横断歩道における
歩行者優先等の徹底

● 横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるときは、
　 自動車は一時停止しなければなりません。
● 道路標識や予告標示（ダイヤマーク）に注目して
　 走行しましょう。

◆ 歩行者は次のことを守りましょう。

● 横断歩道を利用し、
 　信号を守りましょう。
● 自動車にアイコンタクトを
　 送る、手を上げるなど、
　 渡ろうとする気持ちを明確に
　 伝えましょう。

◆ 自転車や自動車は、早めにライトをつけましょう。
◆ 対向車や先行車がいないときは、自動車のライトは
ハイビームにして、状況に応じてこまめに切替えましょう。

◆ 歩行者や自転車は、明るい目立つ色の衣服で、夜光反射材や
ＬＥＤライトを身につけましょう。

◆ スピードを落とすことで、事故を未然に防ぎ、事故に遭った
ときの被害を軽減することができます。

◆ 危険が発生した場合でも、安全に停止できるよう、道路
状況に応じた速度で運転しましょう。

◆ カーブの手前では、十分に速度を落としましょう。

重点

2
夕暮れ時・夜間等における
交通事故防止とスピードダウンの励行

◆ 飲酒運転は、４(し)ない、３(さ)せない！ 
　 みんなで飲酒運転を根絶しましょう。

◆ 「ハンドルキーパー運動」を実践しましょう。
◆ 令和６年１１月１日から道路交通法の一部が改正され、
　 自転車の「酒気帯び運転等」の罰則規定が整備されました。

重点

1 飲酒運転の根絶

❶ 酒を飲んだら運転しない。
❷ 運転するなら酒は飲まない。
❸ 酒を飲んだ人の車には同乗しない。
❹ 使用者は、従業員に飲酒運転を
　 命じたり、認めたりしない。4しない

❶ 酒を飲んだ人には、車を運転させない。 
❷ 酒を飲んだ人には、車を貸さない。
❸ 運転する人には、酒はすすめない。３させない

ライトは
早めの点灯を！

スピードの
出し過ぎに
気をつけよう！

しっかり手を上
げて

左右確認も忘れ
ずに！
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（敬称略）

語るたび　その四島がまた　近くなる
）

あきらめない 想いを形に 四島返還
）

立ち向かえ　四島の時計が動くまで
）

返還へ　舵を切るのは　皆の声
）

帰るべき島がある。語るべき未来がある。
）

返還へ　根強い対話が　道ひらく
）

「いつか」じゃない　「今」に変換　四島返還
）

近くて遠い故郷、あなたの声が　道しるべ
）

あげる声　集まる力　四島返還
）

北の四島　歴史と誇りをとりもどす
）

優 秀 賞

令和７年度北方領土問題キャッチコピーの募集
～みんなのアイデアが力になる～入選作品の発表について

独立行政法人北方領土問題対策協会
（令和７年11月５日決定）

　全国の皆様から12,339作品のご応募をいただき、11月５日（水）に実施
の選考会において、以下のとおり各賞を決定いたしました。
　たくさんのご応募ありがとうございました。

最 優 秀 賞

斎 藤 聡 紀 （ 大 阪 府

竹 田 稜 （ 神 奈 川 県

三 谷 碧 依 （ 東 京 都

大 西 佳 永 子 （ 奈 良 県

大 島 龍 宇 （ 東 京 都

佳 作

村 岡 孝 司 （ 兵 庫 県

西 日 向 花 （ 福 岡 県

栗 田 侑 希 哉 （ 静 岡 県

長 谷 川 伸 二 （ 神 奈 川 県

池 田 羽 奈 寧 （ 京 都 府

し ま

し ま

し ま

し ま

みな

し ま

し ま
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（岡山労働局からのお知らせ）

 
 

 

 

 

事業主の皆様へ  

年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。 

働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営

や休暇の分散化につながる年次有給休暇の計画的付与制度（※１）や、労働者の

様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方につながる時間単位の年次有給休暇

（※２）の活用が効果的です。 

労使一体となって年次有給休暇を上手に活用するために、これを機に導入を

ご検討ください。 

 詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧いただくか、岡山労働

局雇用環境・均等室（電話 086-225-2017）にお問い合わせください。 

 

（年次有給休暇取得促進特設サイト URL） 

https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/ 

 

（※１）年次有給休暇の付与日数のうち、５日を除いた残りの日数については、

労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度で

す。 

（※２）年次有給休暇の付与は原則１日単位ですが、労使協定を締結すれば年５

日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。 

 

https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/
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7.11. 5
7.11. 6
7.11.14
7.11.14
7.11.18
7.11.27

暴力追放・銃器根絶運動推進県民大会
第68回全国建設労働問題連絡協議会（東京）
正副会長会
令和８年度建設関係予算確保等の陳情（自民党県議団）
全建　全国会長会議（東京）
西日本建設業保証㈱　取締役会（大阪）

一般社団法人 岡山県建設業協会　　〒700-0827　岡山市北区平和町５番 10号
　TEL（086）225 - 4131　                           　　  URL : http://www.okakenkyo.jp

　FAX（086）225 - 5388　                           　　  E-mail : info@okakenkyo.jp

　　　　

発行

協　会　日　誌

とれたて  おかやま  いただきます！ 地産地消
進めよう！

おかやま

https://www.okakenkyo.jp



